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条

例

〇
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
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事　

課
）　

　

一

〇
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
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企
業
局
公
営
事
業
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二

〇
教
育
振
興
審
議
会
条
例 
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教
育
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教
育
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画
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二

〇
県
立
高
等
学
校
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来
構
想
審
議
会
条
例 
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二

〇
指
導
力
不
足
等
教
員
審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
教
育
庁
教
職
員
課
）　

　

三

〇
県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

三

〇
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

　

を
改
正
す
る
条
例 

（
人　

事　

課
）　

　

三

〇
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る

　

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
公
益
認
定
等
委
員
会
条
例 

（
私
学
文
書
課
）　

一
九

〇
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
評
価
委
員
会
条
例 

（
県
立
大
学
室
）　

二
〇

〇
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
財　

政　

課
）　

二
一

〇
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
警
察
本
部
運
転
免
許
課
）　

二
一

〇
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例 

（
税　

務　

課
）　

二
二

〇
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例 
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同　
　

）　

二
二

〇
振
興
拠
点
地
域
の
重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

二
二

〇
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
市　
町　
村　
課
）　

二
三

〇
衛
生
試
験
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
環
境
生
活
総
務
課
）　

二
三

〇
簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　

二
四

〇
衛
生
技
術
者
養
成
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
医
療
整
備
課
）　

二
四

〇
高
齢
者
権
利
擁
護
推
進
委
員
会
条
例 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

二
四

〇
感
染
症
診
査
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
）　

二
五

〇
肝
炎
対
策
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

二
五

〇
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
障
害
福
祉
課
）　

二
五

〇
薬
事
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
薬　

務　

課
）　

二
六

〇
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例 

（
国
保
医
療
課
）　

二
七

〇
富
県
宮
城
推
進
基
金
条
例 

（
経
済
商
工
観
光
総
務
課
）　

二
七

〇
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
産
業
人
材
・
雇
用
対
策
課
）　

二
八

〇
農
業
実
践
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
農
業
振
興
課
）　

二
八

〇
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
都
市
計
画
課
）　

二
八

 
条

例

　

職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
一
号

　
　
　

職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
五
、
二
八
九
人
」
を
「
五
、
二
二
九
人
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
一
九
、
二
九

七
人
」
を
「
一
九
、
一
九
四
人
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十　

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
九
号
）
第
二
条
の
承
認
を
受
け

た
職
員

　

第
四
条
第
二
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
号

　
　
　

公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
三
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

　

第
四
条
中
「
工
業
用
地
等
造
成
事
業
及
び
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

教
育
振
興
審
議
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
三
号

　
　
　

教
育
振
興
審
議
会
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

教
育
委
員
会
又
は
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
教
育
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
及

び
当
該
計
画
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
宮
城
県
教
育
振
興
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い

う
。）
を
置
く
。

　

（
組
織
等
）

第
二
条　

審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２　

委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
、
県
の
職
員
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
、
教
育
委

員
会
が
知
事
の
意
見
を
聴
い
て
任
命
す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
三
条　

審
議
会
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
。

　

（
会
議
）

第
四
条　

審
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２　

審
議
会
の
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
部
会
）

第
五
条　

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
十
人
以
内
と
し
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３　

前
二
条
の
規
定
は
、
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
委
任
）

第
六
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定

め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
号

　
　
　

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
条
例

　

（
設
置
）
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第
一
条　

教
育
委
員
会
の
諮
問
に
応
じ
、
県
立
高
等
学
校
の
在
り
方
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
構
想
の
策
定
及

び
当
該
構
想
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」

と
い
う
。）
を
置
く
。

　

（
組
織
等
）

第
二
条　

審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２　

委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
、
県
の
職
員
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
、
教
育
委

員
会
が
任
命
す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
三
条　

審
議
会
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
。

　

（
会
議
）

第
四
条　

審
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２　

審
議
会
の
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
部
会
）

第
五
条　

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
十
人
以
内
と
し
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３　

前
二
条
の
規
定
は
、
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
委
任
）

第
六
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定

め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

指
導
力
不
足
等
教
員
審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
号

　
　
　

指
導
力
不
足
等
教
員
審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

指
導
力
不
足
等
教
員
審
査
委
員
会
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
教
育
、
医
療
、
法
律
等
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
」
を
「
教
育
学
、
医
学
、
心
理
学
そ

の
他
の
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
指
導
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
及
び
県
の
区
域
内
に
居
住
す
る
保
護
者

（
親
権
を
行
う
者
及
び
未
成
年
後
見
人
を
い
う
。）
で
あ
る
者
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
号

　
　
　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
の
表
高
等
学
校
の
項
中
「
一
一
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
一
八
、
八
〇
〇
円
」
に
、「
三
一
、
二
〇

〇
円
」
を
「
三
二
、
四
〇
〇
円
」
に
、「
一
、
六
八
〇
円
」
を
「
一
、
七
五
〇
円
」
に
、「
八
〇
〇
円
」
を
「
八
二
〇
円
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

（3）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第３号　　 

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
の
委
員

出
席
一
回
に
つ
き 

一
一
、
六
〇
〇
円

六

級



布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
号

　
　
　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
保
育
士
試
験
委
員
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
保
育
士
試
験
委
員
の
項
を
削
る
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
号

　
　
　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
二
中
「
第
五
条
第
十
一
項
」
を
「
前
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
四
級
地
の
項
を
削
り
、
同
表
五
級
地
の
項
中
「
五
級
地
」
を
「
四
級
地
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
の
五
第
一
項
中
「
又
は
四
級
地
」
を
削
る
。

　

第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
の
六
第
三
項
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、「
百
分
の
八
」
を
「
百
分
の
四
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
の
七
第
二
項
中
「
百
分
の
十
二
以
内
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
八
以

内
）」
を
「
百
分
の
八
以
内
」
に
改
め
、「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。

　

別
表
第
七
の
二
級
地
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
五
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い

る
職
員
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
六
号
）
附

則
第
十
六
項
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
対
す
る
当
該
適
用
に
係
る

異
動
等
に
係
る
地
域
手
当
の
支
給
及
び
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お
い
て

改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
十
一
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職

員
が
施
行
日
に
そ
の
在
勤
す
る
公
署
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
職
員
の
在
勤
す
る
公
署
が
施
行
日

に
移
転
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
対
す
る
当
該
異
動
等
に
係
る
地
域
手
当
の
支
給
に
関
す
る
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

　

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
百
六
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
六
項
の
表
中
「
又
は
四
級
地
」
を
削
る
。

　

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
十
六
項
の
表
中
「
又
は
四
級
地
」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

号外第３号　平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
の
委
員

出
席
一
回
に
つ
き 

一
一
、
六
〇
〇
円

六

級

第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
に

同
条
第
二
項
の
表
に
定
め
る
割
合
を
い

う
。）が
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
に
在

勤
し
て
い
た
地
域
若
し
く
は
公
署
に
係

る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
（
同
条
第
二

項
の
表
に
定
め
る
割
合
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
異
動
等
前
の
支
給

割
合
」
と
い
う
。）

同
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る

第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
一
級
地
の

項
又
は
二
級
地
の
項

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二

十
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
。
以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
条
例
」
と
い

う
。）
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
に

第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
に
定
め
る
支
給
割
合
を
い
う
。）が
当
該

異
動
等
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
若
し
く
は
公
署
に
係
る

地
域
手
当
の
支
給
割
合
（
平
成
二
十
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の

第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
に
定
め
る
支
給
割
合
を
い
う
。）

第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る

平
成
二
十
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の

表
一
級
地
の
項
、
二
級
地
の
項
又
は
四
級
地
の
項



　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
号

　
　
　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
所
属
す
る
職
員
が
と
畜
検
査
又
は
と
畜
場
の
監
視
若
し
く
は
指
導
業
務
に

従
事
し
た
場
合

　

第
六
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

前
項
第
五
号
の
業
務　

業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
百
円

　

第
十
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
所
属
す
る
職
員
が
毒
劇
物
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
た
場
合

　

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
又
は
橋 
梁 
工
事
」
を
「
、
橋 
梁 
工
事
」
に
改
め
、「
現
場
」
の
下
に
「
そ
の
他

り
ょ
う 

り
ょ
う

墜
落
の
危
険
性
が
特
に
著
し
い
現
場
」
を
加
え
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ヘ
を
ハ
と

し
、
ト
か
ら
リ
ま
で
を
削
り
、
同
号
ヌ
中
「
四
メ
ー
ト
ル
」
を
「
十
メ
ー
ト
ル
」
に
、「
を
除
く
」
を
「
に
限
る
」
に

改
め
、
同
号
中
ヌ
を
ニ
と
し
、
ル
を
削
り
、
同
号
ヲ
中
「
ル
」
を
「
ニ
」
に
改
め
、
同
号
中
ヲ
を
ホ
と
し
、
同
項
第
二

号
中
「
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
作
業
」
を
「
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
所
に
お
い
て
行
う
灯
標
又
は
浮
標
の

保
守
作
業
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

地
方
振
興
事
務
所
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
所
属
す
る
職
員
が
、ダ
ム
を
管
理
す
る
業
務（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
管
理
業
務
」
と
い
う
。）
に
従
事
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
ダ
ム
の
水
面
か
ら
の
高
さ
十
メ
ー

ト
ル
以
上
の
場
所
で
墜
落
の
危
険
性
が
特
に
著
し
い
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
お
い
て
管

理
業
務
に
従
事
し
た
と
き
又
は
ダ
ム
の
水
面
か
ら
の
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
構
造
物
で
墜
落
の
危
険
性
が
特
に

著
し
い
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
昇
降
し
て
管
理
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

　

第
十
八
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
又
は
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
を
「
業
務

又
は
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項

中
「
第
一
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
作
業
」
の
下
に
「
及
び
同
項
第
五
号
の
業
務
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
の
作
業
及
び
同
項
第
四
号
」
を
加
え
、「
。
以
下
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中

「
限
る
。）」
の
下
に
「
及
び
有
害
物
等
取
扱
手
当
（
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
作
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。）
が
支
給
さ
れ
る
職
員
」
を
加
え
、「（
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
作
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）」

を
削
り
、
同
条
中
第
七
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
の
表
防
疫
等
作
業
手
当
の
項
中

等
手
当
の
項
中
「
及
び
第
二
号
」
を
「
の
業
務
及
び
同
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
八
項
と
す
る
。

　

第
四
十
八
条
第
三
項
中「（
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
作
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）」

を
削
る
。

　

第
四
十
九
条
第
四
項
中
「
次
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
項
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
場
合
以
外
の
場
合
又
は
」

を
「
と
き
以
外
の
と
き
又
は
」
に
、「
ま
で
支
給
す
る
場
合
以
外
の
場
合
」
を
「
ま
で
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
。」

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

　

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

 

（5）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第３号　　 

「

精
神
障
害
者
診
察
立
会
等
業
務
手
当

有
害
物
等
取
扱
手
当

立
入
検
査
等
業
務
手
当

」
を

「

精
神
障
害
者
診
察
立
会
等
業
務
手
当

立
入
検
査
等
業
務
手
当

」
に
改
め
、
同
表
災
害
応
急
作
業



 

 

号外第３号　平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

　

別
表
第
一
中

「

３　級２　級１　級

給料月額給料月額給料月額

円円円

221,100183,800134,000

223,000185,600135,100

224,900187,400136,200

226,800189,200137,300

228,600190,800138,400

230,600192,600139,500

232,600194,400140,600

234,600196,200141,700

236,600198,000142,800

238,600199,800144,100

240,600201,600145,400

242,600203,400146,700

244,600205,000148,000

246,600206,900149,500

248,600208,800151,000

250,600210,700152,500

252,600212,600153,800

254,600214,600155,300

256,600216,600156,800

258,600218,600158,300

260,500220,400159,700

262,400222,400162,300

264,300224,400164,900

266,200226,400167,500

268,200228,300170,200

270,100230,200171,900

272,000232,100173,600

273,900234,000175,300

275,800235,700176,800

277,700237,300178,600

279,600238,900180,400

281,500240,500182,200

283,200242,100183,800

285,100243,700185,300

287,000245,300186,800

288,900246,900188,300

290,600248,400189,600

292,400250,000190,900

294,200251,600192,200

296,000253,200193,500

247,200208,900151,300

249,000210,800152,800

250,800212,700154,400

252,600214,600155,700

254,600216,500157,200

256,600218,400158,700

258,600220,300160,200

260,500222,000161,600

262,400223,900164,300

264,300225,800166,900

266,200227,700169,500

268,200229,500172,200

270,100231,300173,900

272,000233,100175,600

273,900234,900177,300

275,800236,500178,800

277,700238,000180,600

279,600239,500182,400

281,500241,000184,200

283,200242,500185,800

285,100244,000187,300

287,000245,500188,800

288,900247,100190,300

290,600248,400191,600

292,400250,000192,900

294,200251,600194,200

296,000253,200195,500

297,900254,600196,900

299,600256,000198,200

301,300257,400199,500

303,000258,800200,800

304,700260,100202,000

306,400261,500203,300

308,100262,900204,600

309,800264,300205,900

311,300265,600207,100

312,900266,900208,200

314,500268,200209,300

316,100269,500210,400

317,800270,600211,600

319,400271,900212,600

321,000273,200213,600

322,600274,500214,600

324,100275,700215,600

325,300276,800216,600

326,500277,900217,600

327,700279,000218,600

328,800280,200219,600

329,800281,200220,600

330,800282,200221,600

331,800283,200222,600

332,700284,200223,400

333,500285,100224,400

334,300286,000225,400

335,100286,900226,500

」
に
改
め
る
。

297,900254,600194,900

299,600256,000196,200

301,300257,400197,500

303,000258,800198,800

304,700260,100200,000

306,400261,500201,300

308,100262,900202,600

309,800264,300203,900

311,300265,600205,100

312,900266,900206,300

314,500268,200207,500

316,100269,500208,700

317,800270,600210,000

319,400271,900211,100

321,000273,200212,200

322,600274,500213,300

324,100275,700214,400

325,300276,800215,500

326,500277,900216,600

327,700279,000217,700

328,800280,200218,800

329,800281,200219,900

330,800282,200221,000

331,800283,200222,100

332,700284,200223,000

333,500285,100224,100

334,300286,000225,200

335,100286,900226,300

」
を

「

３　級２　級１　級

給料月額給料月額給料月額

円円円

222,900185,800135,600

224,800187,600136,700

226,700189,400137,900

228,500191,200139,000

230,200192,800140,100

232,100194,600141,200

234,000196,400142,300

235,800198,200143,400

237,700200,000144,500

239,600201,800145,900

241,500203,600147,200

243,400205,400148,500

245,300207,000149,800



 

 

（7）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第３号　　 

　

別
表
第
二
中

「

４　級３　級２　級１　級

給料月額給料月額給料月額給料月額

円円円円

238,100197,900171,500156,200
239,900199,900173,300157,900
241,700201,900175,100159,600
243,500203,900176,900161,300

245,400205,900178,700162,800
247,300207,900181,000164,600
249,200209,900183,300166,400
251,100211,900185,600168,200

252,800214,000187,800169,900
254,700215,800190,300171,600
256,600217,600192,800173,300
258,500219,400195,300175,000

260,300221,300197,700176,800
262,000223,200199,500178,900
263,700225,100201,300181,000
265,400227,000203,100183,100

267,000228,700205,000185,300
269,000230,500206,900187,700
271,000232,300208,800190,100
273,000234,100210,700192,500

274,900235,900212,400195,000
277,000237,400214,200196,800
279,100238,900216,000198,600
281,200240,400217,800200,400

283,100241,900219,500202,300
285,300243,600221,200204,100
287,500245,300222,900205,900
289,700247,000224,600207,700

292,000248,500226,200209,600
294,000250,100228,000211,400
296,000251,700229,800213,200
298,000253,300231,600215,000

299,900254,800233,200216,700
301,800256,400234,800218,400
303,700258,000236,400220,100
305,600259,600238,000221,800

307,600261,100239,500223,400
309,500262,700241,100225,200
311,400264,300242,700227,000
313,300265,900244,300228,800

315,200267,400245,900230,400
317,100269,200247,500231,900
319,000271,000249,100233,400
320,900272,800250,700234,900

322,800274,500252,200236,400

324,700276,200253,800237,800
326,600277,900255,400239,200
328,500279,600257,000240,600

330,300281,400258,500241,800
332,000283,100260,100243,400
333,700284,800261,700245,000
335,400286,500263,300246,600

337,100288,200264,700248,100
338,900290,000266,500249,700
340,700291,800268,300251,300
342,500293,600270,100252,900

344,100295,200271,700254,400
345,800297,000273,400255,800
347,500298,800275,100257,200
349,200300,600276,800258,600

350,900302,200278,400260,000
352,600304,000280,000261,500
354,300305,800281,600263,000
356,000307,600283,200264,500

」
を

「

４　級３　級２　級１　級

給料月額給料月額給料月額給料月額

円円円円

240,100200,200173,600158,100
241,900202,200175,400159,800
243,700204,200177,200161,500
245,500206,200179,000163,200

247,400208,200180,900164,700
249,300210,200183,200166,600
251,200212,200185,500168,400
253,100214,200187,800170,300

254,800216,300190,000172,000
256,700218,100192,600173,700
258,600219,900195,100175,400
260,400221,700197,600177,100

262,100223,600200,000179,000
263,700225,500201,800181,100
265,300227,400203,600183,200
266,800229,300205,400185,300

268,300231,000207,300187,500
270,200232,800209,200189,900
272,100234,600211,100192,300
274,000236,400213,000194,700

275,700238,200214,700197,200
277,600239,700216,500199,000
279,500241,200218,300200,800
281,400242,700220,100202,600

283,100244,200221,800204,500
285,300245,800223,500206,300
287,500247,400225,200208,100
289,700249,000226,900209,900

292,000250,400228,500211,800



 

 

号外第３号　平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

294,000251,800230,300213,600
296,000253,300232,100215,400
298,000254,800233,900217,200

299,900256,200235,500218,900
301,800257,700237,100220,600
303,700259,200238,700222,300
305,600260,700240,300224,000

307,600262,100241,800225,600
309,500263,600243,300227,400
311,400265,100244,800229,200
313,300266,600246,300231,000

315,200268,000247,800232,600
317,100269,700249,200234,100
319,000271,400250,700235,600
320,900273,000252,200237,100

322,800274,500253,600238,600
324,700276,200255,100239,900
326,600277,900256,600241,200
328,500279,600258,100242,500

330,300281,400259,500243,600
332,000283,100261,000245,000
333,700284,800262,500246,500
335,400286,500264,000248,000

337,100288,200265,300249,400
338,900290,000267,000250,900
340,700291,800268,700252,400
342,500293,600270,300253,900

344,100295,200271,700255,300
345,800297,000273,400256,600
347,500298,800275,100257,900
349,200300,600276,800259,200

350,900302,200278,400260,500
352,600304,000280,000261,900
354,300305,800281,600263,300
356,000307,600283,200264,700

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
イ
の
表
中

「

２　級１　級

給 料 月 額給 料 月 額

円円

263,500202,200
266,600204,400
269,700206,600
272,800208,800

275,900210,900
278,800213,100
281,700215,300
284,600217,500

287,600219,800
290,600222,200
293,600224,600
296,600227,000

299,600229,300
302,400231,700
305,200234,100
308,000236,500

310,700238,700
313,500241,800
316,300244,900
319,100248,000

321,700251,100
324,500254,200
327,300257,300
330,100260,400

332,700263,400
335,200266,500
337,700269,600
340,200272,700

342,600275,800
344,800278,600
347,000281,400
349,200284,200

351,500287,100
353,800290,100
356,100293,100
358,400296,100

360,500299,100
362,600301,500
364,700303,900
366,800306,300



 

 

（9）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第３号　　 

366,800307,200

368,800309,400
370,700310,600
372,600311,800
374,500313,000

」
に
改
め
、
別
表
第
三
ロ
の
表
中

「

２　級１　級

給 料 月 額給 料 月 額

円円

190,500147,000
192,200148,500
193,900150,000
195,600151,500

197,400153,100
199,100154,900
200,800156,700
202,500158,500

204,300160,300
206,200162,300
208,100164,300
210,000166,300

211,700168,200
213,700170,400
215,700172,600
217,700174,800

219,600177,100
222,300179,600
225,000182,100
227,700184,600

230,500187,100
233,400188,800
236,300190,500
239,200192,200

242,000193,700
244,900195,400
247,800197,100
250,700198,800

253,600200,300
256,300202,000
259,000203,700
261,700205,400

368,800308,600
370,700310,000
372,600311,400
374,500312,800

」
を

「

２　級１　級

給 料 月 額給 料 月 額

円円

265,400204,600
268,500206,800
271,600209,000
274,700211,200

277,800213,300
280,600215,500
283,400217,700
286,100219,900

288,900222,200
291,800224,600
294,700227,000
297,600229,400

300,400231,700
303,000234,100
305,600236,500
308,200238,900

310,700241,100
313,500244,200
316,300247,300
319,100250,400

321,700253,500
324,500256,600
327,300259,700
330,100262,800

332,700265,800
335,200268,800
337,700271,800
340,200274,800

342,600277,800
344,800280,500
347,000283,200
349,200285,900

351,500288,700
353,800291,600
356,100294,500
358,400297,400

360,500300,300
362,600302,600
364,700304,900



 

 

号外第３号　平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

214,000170,300
216,000172,500
218,000174,700
220,000176,900

221,900179,200
224,600181,800
227,300184,300
230,000186,800

232,800189,300
235,700191,000
238,600192,700
241,500194,400

244,300195,900
247,100197,600
249,900199,300
252,700201,000

255,500202,500
258,100204,200
260,700205,900
263,300207,600

265,900209,200
268,500211,000
271,100212,800
273,700214,600

276,300216,300
278,900218,100
281,500219,900
284,100221,700

286,600223,600
289,200225,400
291,700227,200
294,200229,000

296,500230,900
299,200232,600
301,900234,300
304,600236,000

307,100237,600
309,600239,300
312,100241,000
314,600242,700

317,000244,300
319,200246,000
321,400247,700
323,600249,400

325,900251,000
328,100252,600
330,300254,200
332,500255,800

334,700257,400
336,900259,000

264,400207,000
267,100208,800
269,800210,600
272,500212,400

275,200214,100
277,900215,900
280,600217,700
283,300219,500

285,900221,400
288,600223,200
291,300225,000
294,000226,800

296,500228,700
299,200230,500
301,900232,300
304,600234,100

307,100235,800
309,600237,600
312,100239,400
314,600241,200

317,000242,900
319,200244,700
321,400246,500
323,600248,300

325,900250,000
328,100251,700
330,300253,400
332,500255,100

334,700256,800
336,900258,500
339,100260,200
341,300261,900

」
を

「

２　級１　級

給 料 月 額給 料 月 額

円円

192,800148,800
194,500150,300
196,200151,800
197,900153,300

199,700154,900
201,400156,800
203,100158,600
204,800160,400

206,600162,200
208,500164,300
210,400166,300
212,300168,300



 

 

（11）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第３号　　 

別
表
第
三
ハ
の
表
中

「

３　級２　級１　級

給 料 月 額給 料 月 額給 料 月 額

円円円

286,100162,400147,000
289,200164,500148,500
292,300166,600150,000
295,400168,700151,500

298,400170,700153,100
301,500172,900154,900
304,600175,100156,700
307,700177,300158,500

310,700179,600160,300
313,600182,300162,300
316,500185,000164,300
319,400187,700166,300

322,300190,500168,200
324,600192,200170,400
326,900193,900172,600
329,200195,600174,800

331,500197,400177,100
333,800199,100179,600
336,100200,800182,100
338,400202,500184,600

340,700204,300187,100
343,000206,200188,800
345,300208,100190,500
347,600210,000192,200

349,800211,700193,700
351,700213,700195,300
353,600215,700196,900
355,500217,700198,500

357,400219,600200,200
359,300222,300201,900
361,200225,000203,600
363,100227,700205,300

364,900230,500206,800
366,700233,400208,500
368,500236,300210,200
370,300239,200211,900

339,100260,600
341,300262,100

」
に
改
め
、



 

 

号外第３号　平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）

372,200242,000213,500
373,800244,900215,200
375,400247,800216,900
377,000250,700218,600

378,700253,600220,400
380,300256,300222,200
381,900259,000224,000
383,500261,700225,800

385,100264,400227,700
386,700267,100229,500
388,300269,800231,300
389,900272,500233,100

391,400275,200234,900
392,900277,900236,700
394,400280,600238,500
395,900283,300240,300

397,500285,900241,900
398,900288,600243,700
400,300291,300245,500
401,700294,000247,300

403,200296,500249,000
404,600299,200250,600
406,000301,900252,200
407,400304,600253,800

408,700307,100255,500
410,100309,600257,100
411,500312,100258,700
412,900314,600260,300

」
を

「

３　級２　級１　級

給 料 月 額給 料 月 額給 料 月 額

円円円

286,300164,400148,800
289,400166,500150,300
292,500168,600151,800
295,600170,800153,300

298,400172,800154,900
301,500175,000156,800
304,600177,200158,600
307,700179,400160,400

310,700181,700162,200
313,600184,500164,300
316,500187,200166,300
319,400189,900168,300

322,300192,800170,300
324,600194,500172,500
326,900196,200174,700



 

 

（13）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第３号　　 

329,200197,900176,900

331,500199,700179,200
333,800201,400181,800
336,100203,100184,300
338,400204,800186,800

340,700206,600189,300
343,000208,500191,000
345,300210,400192,700
347,600212,300194,400

349,800214,000195,900
351,700216,000197,500
353,600218,000199,100
355,500220,000200,700

357,400221,900202,400
359,300224,600204,100
361,200227,300205,800
363,100230,000207,500

364,900232,800209,000
366,700235,700210,700
368,500238,600212,400
370,300241,500214,100

372,200244,300215,700
373,800247,100217,400
375,400249,900219,100
377,000252,700220,800

378,700255,500222,600
380,300258,100224,400
381,900260,700226,200
383,500263,300228,000

385,100265,900229,900
386,700268,500231,600
388,300271,100233,300
389,900273,700235,000

391,400276,300236,700
392,900278,900238,400
394,400281,500240,100
395,900284,100241,800

397,500286,600243,300
398,900289,200245,000
400,300291,700246,700
401,700294,200248,400

403,200296,500250,000
404,600299,200251,500
406,000301,900253,000
407,400304,600254,500

408,700307,100256,100
410,100309,600257,600
411,500312,100259,100
412,900314,600260,500

」

　

別
表
第
四
中

「

２　級１　級

給 料 月 額給 料 月 額

円円

183,000134,100

185,400135,200

187,800136,300

190,200137,400

192,700138,500

195,000139,800

197,300141,100

199,600142,400

201,700143,500

204,000145,100

206,300146,700

208,600148,300

210,800149,800

213,200151,700

215,600153,600

218,000155,500

220,300157,300

223,200159,400

226,100161,500

229,000163,600

231,700165,800

234,500168,100

237,300170,400

240,100172,700

243,000174,800

245,800176,900

248,600179,000

251,400181,100

254,300183,100

256,800184,900

259,300186,700

261,800188,500

264,100190,300

266,700192,200

269,300194,100

271,900196,000

274,300197,700

276,300199,600

に
改
め
る
。



 

 

号外第３号　平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）

208,400148,500

210,700150,100

212,900151,600

215,300153,500

217,700155,400

220,100157,400

222,400159,200

225,300161,300

228,200163,500

231,100165,600

233,800167,800

236,600170,200

239,400172,500

242,200174,800

245,100176,900

247,800179,000

250,500181,100

253,200183,200

256,000185,200

258,400187,000

260,800188,800

263,200190,600

265,400192,400

267,900194,300

270,400196,200

272,900198,100

275,200199,800

277,100201,700

279,000203,600

280,900205,500

282,600207,500

283,900209,400

285,200211,300

286,500213,200

287,500215,100

288,800217,100

290,100219,100

291,400221,100

292,800222,900

294,100224,900

295,400226,900

296,700228,900

297,900230,700

299,200232,700

300,500234,700

301,800236,700

302,900238,600

304,100240,100

305,300241,600

306,500243,100

307,600244,500

308,700245,900

309,800247,300

310,900248,700

312,100250,200

313,200251,600

314,300253,000

315,400254,400

」
に
改
め
る
。

278,300201,500

280,300203,400

282,100205,400

283,500207,300

284,900209,200

286,300211,100

287,500213,000

288,800215,000

290,100217,000

291,400219,000

292,800220,800

294,100222,900

295,400225,000

296,700227,100

297,900229,000

299,200231,100

300,500233,200

301,800235,300

302,900237,300

304,100238,900

305,300240,500

306,500242,100

307,600243,600

308,700245,100

309,800246,600

310,900248,100

312,100249,700

313,200251,200

314,300252,700

315,400254,200

」
を

「

２　級１　級

給 料 月 額給 料 月 額

円円

185,100135,700

187,500136,800

189,900138,000

192,300139,100

194,800140,200

197,100141,500

199,400142,800

201,700144,100

203,800145,200

206,100146,900



 

 

（15）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第３号　　 

　

別
表
第
五
イ
の
表
中

「

２　級１　級

給　料　月　額給　料　月　額

円円

322,200235,200

325,300237,700

328,400240,200

331,500242,700

334,400245,100

337,800248,900

341,200252,700

344,600256,500

347,800260,100

351,200264,100

354,600268,100

358,000272,100

361,300276,000

365,000280,000

368,700284,000

372,400288,000

376,000291,800

378,800295,500

381,600299,200

384,400302,900

387,300306,700

389,900310,600

392,500314,500

395,100318,400

397,500322,100

399,800325,100

402,100328,100

404,400331,100

406,800334,200

408,900336,800

411,000339,400

413,100342,000

」
を

「

２　級１　級

給　料　月　額給　料　月　額

円円

323,400237,700

326,500240,200

329,600242,700

332,700245,200

335,600247,600

338,900251,400

342,200255,200

345,500259,000

348,600262,600

351,800266,600

355,000270,600

358,200274,600

361,300278,500

365,000282,500

368,700286,500

372,400290,500

376,000294,300

378,800297,900

381,600301,500

384,400305,100

387,300308,800

389,900312,600

392,500316,300

395,100320,000

397,500323,600

399,800326,500

402,100329,300

404,400332,100

406,800335,000

408,900337,400

411,000339,800

413,100342,200

」
に
改
め
、
別
表
第
五
ロ
の
表
中



 

 

号外第３号　平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （16）

「

４　級３　級２　級１　級

給料月額給料月額給料月額給料月額

円円円円

240,400211,800176,100138,600

242,100213,400177,700140,000

243,800215,000179,300141,400

245,500216,600180,900142,800

247,200218,200182,400144,000

248,900219,900184,000145,700

250,600221,600185,600147,400

252,300223,300187,200149,100

254,000225,000188,800150,800

255,700226,800190,500152,500

257,400228,600192,200154,200

259,100230,400193,900155,900

260,800232,300195,500157,400

262,700234,000197,100159,300

264,600235,700198,700161,200

266,500237,400200,300163,100

268,200239,200201,900165,000

270,100240,900203,600166,900

272,000242,600205,300168,800

273,900244,300207,000170,700

275,700246,000208,500172,600

277,600247,700210,100174,100

279,500249,400211,700175,600

281,400251,100213,300177,100

283,400252,800214,900178,700

285,300254,500216,600180,200

287,200256,200218,300181,700

289,100257,900220,000183,200

291,100259,600221,700184,800

293,000261,400223,500186,100

294,900263,200225,300187,400

296,800265,000227,100188,700

298,600266,600229,000190,100

300,400268,400230,700191,500

302,200270,200232,400192,900

304,000272,000234,100194,300

305,700273,700235,900195,500

307,400275,400237,600196,800

309,100277,100239,300198,100

310,800278,800241,000199,400

312,600280,500242,600200,600

314,300282,200244,200201,800

316,000283,900245,800203,000

317,700285,600247,400204,200

319,200287,300249,000205,500

320,800289,000250,600206,700

322,400290,700252,200207,900

324,000292,400253,800209,100

325,500293,900255,400210,300

326,800295,500256,800211,400

328,100297,100258,200212,500

329,400298,700259,600213,600

330,500300,100260,900214,700

331,600301,600262,300215,800

332,700303,100263,700216,900

333,800304,600265,100218,000

334,700306,200266,300219,100

335,700307,600267,600220,100

336,700309,000268,900221,100

337,700310,400270,200222,100

338,500311,700271,300223,200

339,200313,000272,600224,300

339,900314,300273,900225,400

340,600315,600275,200226,500

」
を

「

４　級３　級２　級１　級

給料月額給料月額給料月額給料月額

円円円円

241,900213,600178,200140,300

243,500215,200179,800141,700



 

 

（17）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第３号　　 

245,100216,800181,400143,100

246,700218,400183,000144,500

248,300220,000184,500145,700

249,900221,700186,100147,500

251,500223,400187,700149,200

253,100225,100189,300150,900

254,700226,800190,900152,600

256,300228,600192,600154,300

257,800230,400194,300156,000

259,300232,100196,000157,800

260,800233,900197,600159,300

262,700235,500199,200161,200

264,600237,100200,800163,200

266,500238,700202,400165,100

268,200240,300204,000167,000

270,100241,900205,700168,900

272,000243,500207,400170,800

273,900245,100209,100172,700

275,700246,700210,600174,600

277,600248,300212,200176,100

279,500249,800213,800177,600

281,400251,300215,400179,100

283,400252,800217,000180,700

285,300254,500218,600182,200

287,200256,200220,200183,700

289,100257,900221,800185,200

291,100259,600223,400186,800

293,000261,400225,100188,100

294,900263,200226,800189,400

296,800265,000228,500190,700

298,600266,600230,300192,100

300,400268,400231,900193,500

302,200270,200233,500194,900

304,000272,000235,100196,300

305,700273,700236,800197,500

307,400275,400238,400198,800

309,100277,100240,000200,100

310,800278,800241,600201,400

312,600280,500243,100202,600

314,300282,200244,600203,800

316,000283,900246,100205,000

317,700285,600247,600206,200

319,200287,300249,000207,500

320,800289,000250,600208,600

322,400290,700252,200209,700

324,000292,400253,800210,800

325,500293,900255,400211,900

326,800295,500256,800212,900

328,100297,100258,200213,900

329,400298,700259,600214,900

330,500300,100260,900215,900

331,600301,600262,300216,900

332,700303,100263,700217,900

333,800304,600265,100218,900

334,700306,200266,300219,900

335,700307,600267,600220,800

336,700309,000268,900221,700

337,700310,400270,200222,600

338,500311,700271,300223,600

339,200313,000272,600224,600

339,900314,300273,900225,600

340,600315,600275,200226,700

」
に
改
め
、
別
表
第
五
ハ
の
表
中

「

４　級３　級２　級１　級

給料月額給料月額給料月額給料月額

円円円円

252,800227,100178,300151,500

254,300228,900180,400152,900

255,800230,700182,500154,300

257,300232,500184,600155,700



 

 

号外第３号　平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （18）

258,800234,100186,700157,100

260,400235,600189,000158,600

262,000237,100191,300160,100

263,600238,600193,600161,600

265,300240,000196,000162,900

266,900241,500197,400164,500

268,500243,000198,800166,100

270,100244,500200,200167,700

271,700245,800201,600169,100

273,300247,200203,100171,100

274,900248,600204,600173,100

276,500250,000206,100175,100

278,100251,400207,500177,200

279,600252,900209,000179,300

281,100254,400210,500181,400

282,600255,900212,000183,500

284,200257,400213,400185,600

285,800259,000215,100187,800

287,400260,600216,800190,000

289,000262,200218,500192,200

290,400263,900220,000194,300

292,200265,500221,700195,600

294,000267,100223,400196,900

295,800268,700225,100198,200

297,400270,300226,900199,400

299,100271,900228,400200,700

300,800273,500229,900202,000

302,500275,100231,400203,300

304,000276,700232,900204,600

305,600278,200234,400205,900

307,200279,700235,900207,200

308,800281,200237,400208,500

310,400282,800238,800209,900

312,000284,300240,200211,300

313,600285,800241,600212,700

315,200287,300243,000214,100

316,800288,900244,300215,300

318,300290,500245,700216,700

319,800292,100247,100218,100

321,300293,700248,500219,500

322,800295,100249,900220,900

324,300296,600251,400222,400

325,800298,100252,900223,900

327,300299,600254,400225,400

328,600301,000255,900226,700

330,000302,400257,500228,200

331,400303,800259,100229,700

332,800305,200260,700231,200

334,300306,700262,400232,600

335,700308,100264,000234,000

337,100309,500265,600235,400

338,500310,900267,200236,800

339,700312,300268,800238,300

341,100313,700270,400239,700

342,500315,100272,000241,100

343,900316,500273,600242,500

345,100317,700275,200243,900

346,400319,000276,700245,300

347,700320,300278,200246,700

349,000321,600279,700248,100

350,200322,900281,300249,400

351,400324,200282,800250,900

352,600325,500284,300252,400

353,800326,800285,800253,900

」
を

「

４　級３　級２　級１　級

給料月額給料月額給料月額給料月額

円円円円

254,700229,300180,500153,300

255,900231,100182,600154,700

257,200232,900184,700156,200

258,500234,700186,800157,600

259,800236,300188,900159,000

261,200237,800191,300160,500

262,600239,300193,600162,000

264,000240,800195,900163,500

265,500242,200198,300164,800

266,900243,600199,700166,500

268,500245,000201,100168,100

270,100246,400202,500169,700

271,700247,700203,900171,200

273,300249,000205,400173,200

274,900250,300206,900175,200

276,500251,600208,400177,200

278,100252,800209,800179,400

279,600254,200211,300181,500

281,100255,600212,800183,600

282,600256,900214,300185,700

284,200258,200215,700187,800

285,800259,600217,400190,000

287,400261,000219,100192,200

289,000262,400220,800194,400

290,400263,900222,300196,500

292,200265,500224,000197,800



　

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
五
条
第
二
項
の
表
中
「329,000

       
」
を
「330,000

       
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

公
益
認
定
等
委
員
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
一
号

　
　
　

公
益
認
定
等
委
員
会
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
五
十

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
と
し
て
、
宮
城
県
公
益
認
定
等
委
員
会
（
以
下
「
委

員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

　

（
組
織
等
）

第
二
条　

委
員
会
は
、
委
員
七
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２　

委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、

か
つ
、
法
律
、
会
計
又
は
公
益
法
人
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命

す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
職
権
の
行
使
）

第
三
条　

委
員
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
。

　

（
委
員
の
身
分
保
障
）

（19）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第３号　　 

294,000267,100225,700199,100

295,800268,700227,400200,400

297,400270,300229,200201,600

299,100271,900230,700202,900

300,800273,500232,200204,200

302,500275,100233,700205,500

304,000276,700235,200206,800

305,600278,200236,600208,100

307,200279,700238,000209,400

308,800281,200239,400210,700

310,400282,800240,700212,100

312,000284,300242,000213,500

313,600285,800243,300214,900

315,200287,300244,600216,300

316,800288,900245,800217,500

318,300290,500247,100218,900

319,800292,100248,400220,300

321,300293,700249,700221,700

322,800295,100251,000223,100

324,300296,600252,400224,600

325,800298,100253,800226,100

327,300299,600255,200227,600

328,600301,000256,600228,900

330,000302,400258,100230,300

331,400303,800259,500231,700

332,800305,200260,900233,100

334,300306,700262,400234,400

335,700308,100264,000235,700

337,100309,500265,600237,000

338,500310,900267,200238,300

339,700312,300268,800239,700

341,100313,700270,400241,000

342,500315,100272,000242,300

343,900316,500273,600243,600

345,100317,700275,200244,900

346,400319,000276,700246,200

347,700320,300278,200247,500

349,000321,600279,700248,800

350,200322,900281,300250,000

351,400324,200282,800251,300

352,600325,500284,300252,700

353,800326,800285,800254,100

」
に
改
め
る
。



第
四
条　

委
員
は
、
委
員
会
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
又
は
職
務

上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
在
任
中
、
そ
の
意

に
反
し
て
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　

（
専
門
委
員
）

第
五
条　

委
員
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

３　

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
委
員
等
の
服
務
）

第
六
条　

委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同

様
と
す
る
。

２　

委
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
積
極
的
に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

　

（
委
員
長
）

第
七
条　

委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２　

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３　

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　

（
会
議
）

第
八
条　

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
委
員
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２　

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
部
会
）

第
九
条　

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
委
員
長
が
指
名
す
る
。

３　

前
二
条
の
規
定
は
、
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
委
任
）

第
十
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て

定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
評
価
委
員
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
二
号

　
　
　

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
評
価
委
員
会
条
例

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
組
織
等
）

第
二
条　

委
員
会
は
、
委
員
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２　

委
員
は
、
教
育
研
究
又
は
経
営
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
臨
時
委
員
）

第
三
条　

委
員
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。

２　

臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

３　

臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

第
四
条　

委
員
会
に
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２　

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３　

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
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を
代
理
す
る
。

　

（
会
議
）

第
五
条　

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
委
員
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２　

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で

き
な
い
。

３　

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き

は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
意
見
の
聴
取
等
）

第
六
条　

委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
事
に
係
る
関
係
者
又
は
専
門
家
に
対
し
、
出
席
を
求
め
て

意
見
若
し
く
は
説
明
を
聴
き
、
又
は
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て

定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
三
号

　
　
　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

手
数
料
条
例（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
三
十
の
項
１
ロ
中�
を
削
り
、�
を�
と
し
、�
か
ら�
ま
で
を�
か
ら�
ま
で
と
し
、

�
を
削
り
、�
を�
と
し
、�
か
ら　
 
�
ま
で
を�
か
ら　
 
�
ま
で
と
し
、
同
項
１
ハ�
中
「　
 
�
」
を
「　
 
�
」
に
、
同
項
１

129

127

123

120

ハ�
中
「
ロ　
 
�
及
び　
 
�
」
を
「
ロ　
 
�
及
び　
 
�
」
に
、
同
項
１
ハ�
中
「
ロ　
 
�
か
ら　
 
�
ま
で
」
を
「
ロ　
 
�
か
ら　
 
�
ま
で
」
に

124

125

121

122

126

130

123

127

改
め
、
同
表
二
百
七
十
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
七
十
五
の
項
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
前
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
一
万
円
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
三
十
の
項
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
四
号

　
　
　

公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
四
十
三
の
項
中
「
千
六
百
五
十
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
四
の
項
中
「
三
千

二
百
円
」
を
「
三
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
の
項
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
五
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。
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一
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〇
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二
百
七
十
四　

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
二
十

九
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
サ
ー
ビ
ス
情

報
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

調
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き

１　

訪
問
介
護
に
係
る
調
査　

三
万
二

千
円

２　

訪
問
入
浴
介
護
に
係
る
調
査　

三

万
二
千
円

３　

訪
問
看
護
に
係
る
調
査　

三
万
二

千
円

４　

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係

る
調
査　

三
万
二
千
円

５　

通
所
介
護
に
係
る
調
査　

三
万
二

千
円

６　

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係

る
調
査　

三
万
二
千
円

７　

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係

る
調
査　

三
万
三
千
円

８　

福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
調
査　

三

万
二
千
円

９　

居
宅
介
護
支
援
に
係
る
調
査　

三

万
円

　
　

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

10
調
査　

三
万
三
千
円

　
　

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

11
調
査　

三
万
三
千
円

　
　

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

12
調
査　

三
万
三
千
円



　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
五
号

　
　
　

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
第
五
十
四
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
十
条
の
八
」
を
加
え
、「
百
分
の
〇
・
三
五
」
を
「
百
分
の
〇
・

四
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
中
「
第
五
十
四
条
」
の

下
に
「
及
び
附
則
第
十
条
の
八
」
を
加
え
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
の
日
以
後
の
同
条
に
規
定
す
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
以
下
「
家
屋
等
の
取
得
」
と

い
う
。）
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
家
屋
等
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不

動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
六
号

　
　
　

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
四
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
七
条
並
び
に
附
則
第
十
条
の
二
及
び
第
十

条
の
二
の
二
」
を
加
え
、
同
条
各
号
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
七
条
又
は
附
則
第
十
条
の
二
若
し
く
は
第
十
条

の
二
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
第
五
十
四
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
十
条
の
八
」
を
加
え
、「
百
分
の
〇
・
三
五
」
を
「
百
分
の
〇
・

四
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
及
び
第
三
条
の
改
正
規

定
中
「
第
五
十
四
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
十
条
の
八
」
を
加
え
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例

の
施
行
の
日
以
後
の
同
条
に
規
定
す
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
以
下
「
家
屋
等
の
取
得
」
と
い

う
。）
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
家
屋
等
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動

産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

振
興
拠
点
地
域
の
重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
七
号

　
　
　

振
興
拠
点
地
域
の
重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

振
興
拠
点
地
域
の
重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
第
五
十
四
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
十
条
の
八
」
を
加
え
、「
百
分
の
〇
・
三
五
」
を
「
百
分
の
〇
・

四
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
中
「
第
五
十
四
条
」
の

下
に
「
及
び
附
則
第
十
条
の
八
」
を
加
え
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
振
興
拠
点
地
域
の
重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
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例
の
施
行
の
日
以
後
の
同
条
に
規
定
す
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
以
下
「
家
屋
等
の
取
得
」
と

い
う
。）
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
家
屋
等
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不

動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
八
号

　
　
　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
を
第
八
条
と
し
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

　

第
二
条
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
及
び
提
供
に
係
る
事
務
）

第
二
条　

法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
第
二
号
の
条
例
で
定
め
る
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
（
以
下
単
に
「
区
域
内

の
市
町
村
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。）
及
び
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
三
条　

知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ

の
提
供
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
提
供
に
限
る
。）
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

別
表
中
「（
第
二
条
関
係
）」
を
「（
第
四
条
関
係
）」
に
改
め
、
第
十
三
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二

号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三　

消
費
生
活
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
四
号
）
に
よ
る
訴
訟
の
費
用
に
充
て
る
資
金
の
貸
付
け

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

　

別
表
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
に
よ
る
年
金
受
給
権
者
の
死
亡

の
届
出
及
び
現
況
に
関
す
る
届
出
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

　

別
表
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

七　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
に
よ
る
図
書
類
自
動
販
売
機
等
及
び
特
定

が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
の
設
置
の
届
出
及
び
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で

定
め
る
も
の

　

別
表
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年

 

令
第
十
三
号
）
に
よ
る
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
が
引
き
渡
し
た
フ
ロ
ン
類
を
再
利
用
す
る
者
又

は
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
に
確
実
に
引
き
渡
す
者
の
認
定
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

　

別
表
を
別
表
第
二
と
し
、
附
則
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

衛
生
試
験
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
十
九
号

　
　
　

衛
生
試
験
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

衛
生
試
験
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
号
の
表
一
の
項
１�
�
中
「
五
十
の
項
」
を
「
五
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
１�
�
中
「
三
十
七
の
項

及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項
」
を
「
三
十
八
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
１�
�

中
「
二
十
四
の
項
ま
で
、
二
十
六
の
項
か
ら
三
十
の
項
ま
で
、
三
十
二
の
項
、
四
十
の
項
か
ら
四
十
二
の
項
」
を
「
二

十
の
項
ま
で
、
二
十
二
の
項
か
ら
二
十
五
の
項
ま
で
、
二
十
七
の
項
か
ら
三
十
一
の
項
ま
で
、
三
十
三
の
項
、
四
十
一

の
項
か
ら
四
十
三
の
項
」
に
、「
四
十
四
の
項
」
を
「
四
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
１�
�
中
「
二
十
五
の
項
、
三
十

一
の
項
、
三
十
三
の
項
か
ら
三
十
六
の
項
」
を
「
二
十
一
の
項
、
二
十
六
の
項
、
三
十
二
の
項
、
三
十
四
の
項
か
ら
三

十
七
の
項
」
に
、「
四
十
三
の
項
及
び
四
十
五
の
項
」
を
「
四
十
四
の
項
及
び
四
十
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
１�
�
中

「
三
十
七
の
項
か
ら
三
十
九
の
項
」
を
「
三
十
八
の
項
か
ら
四
十
の
項
」
に
、「
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
の
項
」
を
「
四

十
七
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

経
済
産
業
省

環　

境　

省
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提
供
を
受
け
る
区
域
内
の
市
町
村

の
執
行
機
関　
　
　
　
　
　
　
　

仙
台
市
長

事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

務

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
に
係
る
年
金
受
給
権
者
の
死
亡
の
届
出
及
び

現
況
に
関
す
る
届
出
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の



　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
委
託
が
な
さ
れ
た
試
験
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
号

　
　
　

簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
三
十
一
の
項
か
ら
五
十
の
項
」
を
「
三
十
二
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
三
十
の
項
」
を
「
三
十
一
の
項
」
に
、「
三
十
七
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項
」
を
「
三
十
八

の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
三
十
七
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の

項
」
を
「
三
十
八
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号

　
　
　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
の
表
中
「
一
〇
三
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
一
八
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
衛
生
技
術
者
養
成
施
設
に
在
学
す
る
者
に
係
る
在
学
中
の
授
業
料
の
額
に

つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

高
齢
者
権
利
擁
護
推
進
委
員
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号

　
　
　

高
齢
者
権
利
擁
護
推
進
委
員
会
条
例

　

（
設
置
等
）

第
一
条　

知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
そ
の
他
高
齢
者
の
権
利
擁
護
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調

査
審
議
す
る
た
め
、
宮
城
県
高
齢
者
権
利
擁
護
推
進
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

２　

委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
組
織
等
）

第
二
条　

委
員
会
は
、
委
員
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２　

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

一　

学
識
経
験
を
有
す
る
者

二　

関
係
行
政
機
関
の
職
員

三　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
四

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
養
介
護
施
設
（
以
下
「
養
介
護
施
設
」
と
い

う
。）
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
養
介
護
事
業
（
以
下
「
養
介
護
事
業
」
と
い
う
。）
を
行
う
事
業
所
の
役
員

又
は
職
員

四　

養
介
護
施
設
を
利
用
し
、
又
は
養
介
護
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
者
を
養
護
す
る
者

３　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

第
三
条　

委
員
会
に
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２　

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３　

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。

　

（
会
議
）

第
四
条　

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
委
員
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。
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２　

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
五
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て

定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
身
体
拘
束
ゼ
ロ
作
戦
推
進
委
員
会
条
例
の
廃
止
）

２　

身
体
拘
束
ゼ
ロ
作
戦
推
進
委
員
会
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
宮
城
県
身
体
拘
束
ゼ
ロ
作
戦
推
進
委
員
会
の
委
員
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

感
染
症
診
査
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
三
号

　
　
　

感
染
症
診
査
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

感
染
症
診
査
協
議
会
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

大
崎
・
栗
原
保
健
所
結
核
診
査
部
会　

宮
城
県
大
崎
保
健
所
及
び
宮
城
県
栗
原
保
健
所

三　

登
米
・
石
巻
・
気
仙
沼
保
健
所
結
核
診
査
部
会　

宮
城
県
登
米
保
健
所
、
宮
城
県
石
巻
保
健
所
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
保
健
所

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

肝
炎
対
策
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
四
号

　
　
　

肝
炎
対
策
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

肝
炎
対
策
協
議
会
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
部
会
）

第
六
条　

協
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

協
議
会
に
、
部
会
の
所
掌
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
（
以
下
「
所
掌
事
項
」
と
い
う
。）
の
審
議
に
資
す
る
た
め
、

部
会
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３　

部
会
委
員
は
、
所
掌
事
項
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

４　

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
部
会
委
員
は
、
五
人
以
内
と
し
、
会
長
が
指
名
す
る
。

５　

第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
部
会
委
員
に
つ
い
て
、
前
三
条
の
規
定
は
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６　

所
掌
事
項
に
つ
い
て
は
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
協
議
会
の
議
決
と
す
る
。　

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
部
会
委
員
の
任
期
の
特
例
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
肝
炎
対
策
協
議
会
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
任
命
さ
れ
て
い
る
宮
城
県
肝
炎
対
策
協
議
会
の
委
員
の
任
期
の
終
期
ま
で
に
任
命
さ
れ
た
改
正
後
の
肝
炎

対
策
協
議
会
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
部
会
に
係
る
部
会
委
員
の
任
期
は
、
同
条
例
第
六
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
宮
城
県
肝
炎
対
策
協
議
会
の
委

員
の
任
期
の
終
期
ま
で
と
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
宮
城
県
肝
炎
対
策
協
議
会
の
委
員
の
項
中
「
委
員
」
の
下
に
「
及
び
部
会
委
員
」
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
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宮
城
県
高
齢
者
権
利
擁
護
推
進
委
員
会
の
委
員

出
席
一
回
に
つ
き 

一
一
、
六
〇
〇
円

六

級



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
五
号

　
　
　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
円
」
を
「
十
二
万
五
千

円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
十
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
二
万
円
」
を

「
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
円
」
を
「
十
二
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
十
万
円
」
を

「
二
十
五
万
円
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
三
万
円
」
を
「
七
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
円
」
を
「
十

二
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
十
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
三
万

円
」
を
「
七
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
円
」
を
「
十
二
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
十
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
三
万
円
」
を
「
七
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
五
万
円
」
を
「
十
二
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
十
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
弔
慰
金
の
額
の
特
例
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と

い
う
。）
に
基
づ
く
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
（
以
下
「
本
県
の
制
度
」
と
い
う
。）
に
加
入
し
て
い
る
者
で
あ
っ

て
施
行
日
以
後
引
き
続
き
本
県
の
制
度
に
加
入
し
て
い
る
も
の
及
び
施
行
日
前
に
他
の
地
方
公
共
団
体
の
実
施
す
る

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
に
加
入
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
本
県
の
制
度
に
加
入
し
た
も
の（
以
下「
改

正
前
加
入
者
等
」
と
い
う
。）
が
施
行
日
前
に
加
入
し
た
口
数
に
係
る
改
正
後
の
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
五
万
円
」
と
あ
る

の
は
「
三
万
円
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
十
二
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
七
万
五
千
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中

「
二
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
万
円
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
万
円
」

と
、
同
項
第
二
号
中
「
十
二
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
七
万
五
千
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
二
十
五
万
円
」
と

あ
る
の
は
「
十
五
万
円
」
と
す
る
。

　

（
脱
退
一
時
金
の
額
の
特
例
）

３　

改
正
前
加
入
者
等
が
施
行
日
前
に
加
入
し
た
口
数
に
係
る
新
条
例
第
十
七
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
七
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
五
千
円
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
十
二
万
五
千
円
」

と
あ
る
の
は
「
七
万
五
千
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
二
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
万
円
」
と
、
同
条
第
三

項
第
一
号
中
「
七
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
五
千
円
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
十
二
万
五
千
円
」
と
あ
る
の

は
「
七
万
五
千
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
二
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
万
円
」
と
、
同
条
第
四
項
第
一
号

中
「
七
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
五
千
円
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
十
二
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
七
万

五
千
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
二
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
万
円
」
と
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

４　

施
行
日
前
の
条
例
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
加
入
障
害
者
の
死
亡
に
係
る
弔
慰
金
及
び
施
行
日
前
の
条
例
第
十

七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
脱
退
の
申
出
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
口
数
の
減
少
の
申
出
に
係
る
脱

退
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

薬
事
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
六
号

　
　
　

薬
事
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

薬
事
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
を
第
十
条
と
し
、
第
七
条
第
一
項
中
「
申
請
の
際
」
の
下
に
「（
第
十
六
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
受

験
の
申
請
の
際
）」
を
加
え
、
同
項
中
第
三
十
号
を
第
三
十
四
号
と
し
、
第
二
十
九
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
二
十

八
号
を
第
三
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
十
一　

省
令
第
百
五
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
販
売
従
事
登
録
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
者　

三
千
二
百
円

三
十
二　

省
令
第
百
五
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
販
売
従
事
登
録
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者　

三
千

二
百
円

　

第
七
条
第
一
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
六　

法
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
販
売
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者　

一
万
七
千
六
百
円

十
七　

法
第
三
十
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
販
売
従
事
登
録
を
申
請
す
る
者　

一
万
円

　

第
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

三
十
五　

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者　

三
千
二
百
円

　

第
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
合
格
証
明
書
の
交
付
）

第
七
条　

知
事
は
、
登
録
販
売
者
試
験
に
合
格
し
た
者
（
以
下
「
合
格
者
」
と
い
う
。）
に
、
合
格
証
明
書
を
交
付
す
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る
。

　

（
合
格
証
明
書
の
再
交
付
）

第
八
条　

合
格
者
は
、
合
格
証
明
書
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
合
格
証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一　

氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
並
び
に
本
籍
地
の
都
道
府
県
名
（
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、

国
籍
）

二　

合
格
し
た
登
録
販
売
者
試
験
の
施
行
の
年
月
日   

三　

申
請
の
理
由

３　

合
格
証
明
書
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
合
格
者
は
、
前
項
の
申
請
書
に
そ
の
合
格
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号

　
　
　

後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

後
期
高
齢
者
医
療
の
財
政
の
安
定
化
に
資
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
後
期
高
齢
者
医
療
財
政

安
定
化
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

　

（
拠
出
率
）

第
二
条　

前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令

第
三
百
二
十
五
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
一
万
分
の
十
六
と
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
三
条　

毎
年
度
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
当
該
年
度
の
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第
四
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
運
用
収
益
の
処
理
）

第
五
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
処
分
）

第
六
条　

基
金
は
、
法
第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
七
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、

基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
八
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

富
県
宮
城
推
進
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　

富
県
宮
城
推
進
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

富
県
宮
城
の
実
現
に
向
け
た
施
策
（
県
経
済
の
成
長
を
図
る
た
め
の
産
業
振
興
に
関
す
る
施
策
を
い
う
。）

及
び
大
規
模
な
地
震
に
よ
る
被
害
の
最
小
化
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
富
県
宮
城
推
進
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
県
に
納
付
さ
れ
た
宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四

十
二
号
）
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
事
業
税
の
額
が
定
め
ら
れ
る
法
人
の
事
業
税
の
収
入
額
か
ら
、

当
該
法
人
に
つ
い
て
同
条
例
附
則
第
十
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
て
同
条
の
規
定
に
よ
り
計
算

し
て
得
た
事
業
税
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
予
算
で
定
め
る
。

　

（
管
理
）
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第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
運
用
収
益
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
処
分
）

第
五
条　

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
施
策
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

（
繰
替
運
用
等
）

第
六
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、

基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
し
、
又
は
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
歳
入
に
繰
り
入
れ

て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号

　
　
　

職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
業
能
力
開
発
校
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
の
表
授
業
料
の
項
中
「
一
一
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
一
八
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

農
業
実
践
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
三
十
号

　
　
　

農
業
実
践
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

農
業
実
践
大
学
校
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
の
表
養
成
課
程
の
項
中
「
一
一
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
一
八
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
三
十
一
号

　
　
　

屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
簡
易
広
告
物
の
項
中
「
六
〇
〇
円
」
を
「
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
固
定
広
告
物
及
び
移
動
広
告
物
の
項
中

「
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
八
〇
円
」
を

「
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
〇
〇
円
」に
、

「
九
六
〇
円
」
を
「
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、「
一
、
四
四
〇
円
」
を
「
一
、
八
〇
〇
円
」
に
、「
一
、
九
二
〇
円
」
を

「
二
、
四
〇
〇
円
」
に
、「
四
八
〇
円
を
」
を
「
八
〇
〇
円
を
」
に
改
め
、
同
表
特
殊
装
置
広
告
物
の
項
中
「
一
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
二
〇
円
」
を
「
一
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
〇
〇
円
」
に
、「
一
、四

四
〇
円
」
を
「
一
、
八
〇
〇
円
」
に
、「
二
、
一
六
〇
円
」
を
「
二
、
七
〇
〇
円
」
に
、「
二
、
八
八
〇
円
」
を
「
三
、

六
〇
〇
円
」
に
、「
七
二
〇
円
を
」
を
「
一
、
二
〇
〇
円
を
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
申
請
が
な
さ
れ
た
許
可
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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